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予算概要

令和５年度予算概要

学校法人國學院大學

令和５年度事業計画

1．   資金収支予算 ２．   事業活動収支予算

　資金収支の内容は、当該年度中のすべての収入および支出の内容と資金の顛末を明らかにするものです。
　令和５年度予算総額は29,833百万円で、前年度予算対比258百万円減となる見込みです。　
　大学部門における観光まちづくり学部開設により、収入面では学生生徒等納付金収入が269百万円増額となる一方、
支出面では人件費支出が144百万円減額となる見込みです。

□資金収支予算書（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）	 	 	 	 	 	

	 （単位：百万円）

収入の部 支出の部

科目 予算 前年度
予算 増減 令和３年度

決算（参考） 科目 予算 前年度
予算 増減 令和３年度

決算（参考）

学生生徒等納付金収入 	14,483 	14,214 	269 	13,588 人件費支出 	10,311 	10,455 	△144 	9,880

手数料収入 	941 	697 	244 	706 教育研究経費支出 	5,053 	4,539 	514 	3,886

寄付金収入 	351 	287 	64 	278 管理経費支出 	1,426 	1,362 	64 	1,123

補助金収入 	2,802 	2,828 	△26 	2,820 借入金等利息支出 	7 	9 	△2 	11

資産売却収入 	0 	0 	0 	28 借入金等返済支出 	545 	1,245 	△700 	854

付随事業・収益事業収入 	141 	170 	△29 	125 施設関係支出 	1,038 	237 	801 	236

受取利息・配当金収入 	175 	180 	△5 	196 設備関係支出 	335 	342 	△7 	545

雑収入 	270 	535 	△265 	522 資産運用支出 	2,205 	2,657 	△452 	3,357

借入金等収入 	501 	501 	0 	501 その他の支出 370 	412 	△42 	587

前受金収入 	2,689 	2,913 	△224 	2,913 予備費 	294 	309 	△15

その他の収入 1,930 	1,517 413 	1,786 資金支出調整勘定 	△300 	△325 	25 	△364

資金収入調整勘定 	△3,299 	△3,356 	57 	△3,014 当年度支出合計 21,284 	21,242 42 	20,115

当年度収入合計 20,984 	20,486 498 	20,449 翌年度繰越支払資金 	8,549 	8,849 	△300 	9,605

前年度繰越支払資金 	8,849 	9,605 	△756 	9,271

　収入の部合計 29,833 	30,091 	△258 	29,720 　支出の部合計 29,833 	30,091 	△258 	29,720

�TOPICS�　各部門の主な内容は以下のとおりです。

部門 収入 支出

国学院大学 学生生徒等納付金収入で231百万円、手数料収入で249
百万円増額。補助金収入で58百万円の減額等。

教育研究経費支出で348百万円、管理経費支出で95
百万円の増額ほか、人件費支出で40百万円、借入金等
返済支出で700百万円の減額等。

国学院大学
北海道短期大学部

学生生徒等納付金収入で31百万円の増額。補助金収入
で２百万円、退職金財団交付金収入が減額の見込みに
より雑収入で50百万円の減額。

予定退職者の減少により人件費支出で61百万円の減額。
教育研究経費支出で35百万円の増額。

国学院高等学校
学生生徒等納付金収入で14百万円、寄付金収入で30
百万円の増額。退職金財団交付金収入の減額により雑
収入で23百万円の減額。

予定退職者の減少により人件費支出で60百万円の減額、	
教育研究経費支出で157百万円、管理経費支出で９百万	
円の増額等。

国学院大学
久我山高等学校

学生生徒等納付金収入で25百万円、補助金収入で62
百万円の増額、退職金財団交付金収入の減額により雑
収入で27百万円減額の見込み。

予定退職者の減少等により人件費支出で84百万円、教
育研究経費支出で26百万円、管理経費支出で５百万円
の減額となる見通し。

　事業活動収支は、当該年度の①教育活動、②教育活動以外の経常的な活動、③	①②以外の活動、以上３つの活動に対
応する事業活動収入および事業活動支出の内容を明らかにするものです。
　令和５年度基本金組入前当年度収支差額は法人全体で310百万円の収入超過となる見込みです。これから基本金組
入額1,664百万円を差引いた翌年度繰越収支差額は12,049百万円の支出超過となる見込みです。

□事業活動収支予算書（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 （単位：百万円）

教
育
活
動
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支

事
業
活
動
収
入
の
部

科目 予算 前年度
予算 増減 令和３年度

決算（参考）

特
別
収
支

事
業
活
動
　
　
　
　
　
　

収
入
の
部

科目 予算 前年度
予算 増減 令和３年度

決算（参考）
学生生徒等納付金 	14,483 	14,214 	269 	13,588 資産売却差額 	0 	0 	0 28
手数料 	941 	697 	244 	706 雑収入 	0 	0 	0 51
寄付金 	319 	283 	36 	275 その他の特別収入 	52 	31 	21 	53
経常費等補助金 	2,792 	2,810 	△18 	2,789 特別収入計 	52 	31 	21 	132
付随事業収入 	141 	169 	△28 	125 事

業
活
動
　
　
　

支
出
の
部

資産処分差額 	0 	3 	△3 	563
雑収入 	270 	535 	△265 	498 その他の特別支出 	0 	0 	0 	0
教育活動収入計 	18,946 	18,708 	238 	17,981 特別支出計 	0 	3 	△3 	563

事
業
活
動
　
　
　

支
出
の
部

人件費 	10,339 	10,473 	△134 	9,799 特別収支差額 	52 	28 	24 	△431
教育研究経費 	6,689 	6,495 	194 	5,841 	［予備費］ 	294 	309 	△15
管理経費 	1,534 	1,482 	52 	1,247 　基本金組入前当年度収支差額 310 	148 	162 	929
教育活動支出計 	18,562 	18,450 	112 	16,887 　基本金組入額合計 ※△1,664 	△1,525 	△139 	△1,166

教育活動収支差額 	384 	258 	126 	1,094 　当年度収支差額 	△1,354 	△1,377 	23 	△237
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部

受取利息・配当金 	175 	180 	△5 	223 　前年度繰越収支差額 	△10,695 	△9,356 	△11,526
その他の教育活動外収入 	0 	0 	0 	53 　基本金取崩額 	0 	2 	2,407
教育活動外収入計 	175 	180 	△5 	276 　翌年度繰越収支差額 	△12,049 	△10,731 	△9,356

事
業
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動
　
　
　

支
出
の
部

借入金等利息 	7 	9 	△2 	11 ※■第１号基本金｜	13億6,400万円				教育の質向上のために取得した固定資産の価格	
　■第２号基本金｜			3億円				　	　　	教育の質向上のために将来取得する固定資産取得に充てるものその他の教育活動外支出 	0 	0 	0 	0

教育活動外支出計 	7 	9 	△2 	11 	　（参考）
教育活動外収支差額 	168 	171 	△3 	265 　事業活動収入計 	19,173 	18,920 	253 	18,390
経常収支差額 	552 	429 	123 	1,359 　事業活動支出計 	18,863 	18,772 	91 	17,461

�TOPICS�　各部門の主な内容は以下のとおりです。

教育活動収支

最も主要な区分となる教育活動における収支は収
入超過となる見込みです。前年度予算に比して収
入は大学部門における観光まちづくり学部設置の
影響により増額となっています。

特別収支
資産の売却や処分などといった特殊な要因によっ
て一時的に発生する臨時的な活動の収支は52百万
円の収入超過を見込んでいます。

教育活動外収支 主に財務活動の区分となる教育活動外収支にお
いては168百万円の収入超過を予定しています。

基本金組入前
当年度収支差額

当該年度の収支の均衡状況を明らかにすること
を目的としている本段階においては310百万円
の収入超過となる見込みです。

経常収支差額
教育活動と教育活動外を合わせた収支である経
常収支ベースでも552百万円の収入超過を見込
んでいます。

３．   収益事業会計 	 	 （単位：千円）

科目 予算 前年度予算 増減

営業収益 	63,700 	65,800 △2,100

営業費用 	6,000 	6,200 △200

営業利益 	57,700 	59,600 	△1,900

学校法人会計への繰入 	50,000 	50,000 	0

当期利益 	7,700 	9,600 	△1,900

　寄附行為第38条にて定められた収益事業の令和５年度
の予算は右表のとおりです。




